
 
四日市は，市民憲章を制定し，六つの都市宣言を行っています。 
市民憲章や都市宣言は，市民のみなさんが，真に住みよさを実感できる，誇りの持てるまちを目指すものです。 
このようなまちづくりを進めるためには，市民みなさんの協力が必要です。 
みなさんとともに市民憲章と六つの都市宣言を指針として，新たな世代に引き継ぐことのできる心豊かなまち

四日市を創造していきたいと思います。               （四日市市ホームページより） 
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  宣言 昭和37年3月12日 

 

  宣言 昭和60年3月25日 

 

 

 宣言 昭和58年12月21日 

 

 

  宣言 平成4年12月22日 

 

 

 

  宣言 平成7年9月26日 

 

 

 

 

 
宣言 平成15年12月19日 

 


